
平成１９年度アッペール会本部役員会議事経過 
 

１．日時 平成１９年４月２０日（金） 午後１時 
２．場所 東洋食品工業短期大学 会議室 
３．出席者 

会長    稲垣 聰 
副会長   渡辺 絋造 
同     太田 宗孝 
同     野上 健次 
会計監事  木村 圭一 
同     櫻井 郁夫（平野監事代理） 
幹事    豊田 勝巳（北海道支部長） 
同     鎌田 儀一（東北支部長） 
同     田中 喜徳（東京支部長） 
同     岡本 雅志（名古屋支部長） 
同     長塚 洋一郎（近畿支部長） 
同     竹内 毅（中国支部長代理） 
同     西山 正一（四国支部長） 
同     小川 敏男（九州支部長代理） 
事務局   萬宮 寛     
臨席者   今津学長 
      国井教務課長 
      末松学科長 

４．議事 
定刻。稲垣会長議長席に着き開会を宣し、今津学長挨拶の後、議案審議に入る。 
 
第１号議案 平成１８年度収支決算報告の件 
事務局より、配布資料に基づき報告。原案通り異議なく承認される。 
 
 
 



 
 
２号議案 平成１８年度本部会費納入状況の件 
事務局より、配布資料に基づき報告。原案通り異議なく承認される。 
 
第３号議案 平成１８年度支部活動報告の件 



各幹事より、活動状況を報告。 
第４号議案 平成１９年度収支予算報告の件 
事務局より、配布資料に基づき報告。また、議長より大学創立７０周年大規模改修に対して寄付金

１００万円を計上する旨補足説明。原案も含め了承されたが、議場より、支部活動助成金に対して

次の通り意見が開陳された。 
ここ数年活動を実施していない支部が存在する。その支部に対して助成金を拠出すのは如何なも

のか。当該支部の会員も不審に思うし、また経理処理も適切に遂行されているのか疑義を持つ。 
以上の意見に対しては早々に会長より当該支部長に対して事情聴取を行うということで了承さ

れる。 



 

第５号議案 アッペール会規約改正の件 
議長より説明。本件は１年かけて規約改正委員会に付託したものであるが、本日、最終案として委

員長より規約案が上程された。実際の施行は明年度に予定している総会に付議した後であるので、



この間十分高覧願い何かあれば事務局宛連絡乞うということで了承される。 
 

アッペール会規約改定案〔改正委員会案〕 

Ⅰ．名称および本部所在地 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 １ 章  総    則 

 

（名 称） 

第 １ 条 本会は東洋罐詰専修学校・東洋食品工

業短期大学同窓会でアッペール会（以下

本会という）と称する。 

 

（本部所在地） 

第 ２ 条 本会は、本部を東洋食品工業短期大学

内に置く。 

 

 

第 １ 章  総    則 

 

（名称および本部所在地） 

第 １ 条 本会は東洋罐詰専修学校・東洋食品

工業短期大学同窓会でアッペール会

と称し、本部を東洋食品工業短期大学

内に置く。 

 

 

 

 

 

《改定理由》 

第１条（名称）、第２条（本部所在地） 

・条項の体裁を整えるため、現行規約第１条（名称および本部所在地）を分割 

第１条（名称） 

・「本会」という表現が多々使われるので、「…アッペール会（以下 本会という）と称する…」

とした。 

 

Ⅱ．組織 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 
（組 織） 
第 ３ 条 本会は次の組織を持つ。 

(1)．本 部 
  本部は役員会で構成する。 
(2)．支 部 

支部は役員会の議を経て地区毎に

設け、その所属する会員で構成す

 
（組 織） 
第 ２ 条 本会は次の組織を持つ。 

１．本 部 
２．支 部 

 
第 ３ 条 本部は役員会で構成する。 

支部は役員会の承認を得て地区毎に



る。 
 
 
 

設け、その所属する会員で構成し別

に定める支部規約によって運営す

る。 
 

《改定理由》 

第３条（組織） 

・中央集権体制の強化を図るため、現行規約第２条と第３条を統合し、第３条（組織）とした。 

※ 尚、「支部規約」は廃止し、アッペール会規約に統合する。 

・従来、支部運営に関する事務作業や行事の手配などを東洋製罐㈱の所轄営業所に依存してき

たが、今後は自主独立を目指ざし、支部の運営・実務について、本部の直接指導という形で運

営することにした。 

 

Ⅲ．会員 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 
（会 員） 
第 ４ 条 本会は次の会員を持って組織する。 

(1)．正会員 

東洋罐詰専修学校並びに東洋食品

工業短期大学卒業者および聴講修

了者 

(2)．特別会員 

学校法人東洋食品工業短期大学並

びに財団法人東洋食品研究所の理

事、監事及び教職員 

(3)．準会員 

① 
東東洋食品工業短期大学在学生

および聴講課程に籍を置く者 
②本会の役員会において推薦され

た者 
 

 
（会 員） 
第 ４ 条 本会は次の会員を持って組織する。

１．正会員 
東洋罐詰専修学校並びに東洋食

品工業短期大学卒業者および聴

講修了者 
２．特別会員 

学校法人東洋食品工業短期大学

並びに財団法人東洋食品研究所

の理事、監事及び教職員 
３．準会員 

本会の役員会において推薦され

た者 
 

 

《改定理由》 

第４条（会員） 

・３項の準会員に、①東洋食品工業短期大学在学生および聴講課程に籍を置く者を新設。 

入学と同時にＡＰ会への入会金を納付するため、在校生を準会員に含めることにした。 
 

Ⅳ．目的および事業 



改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 ２ 章  目的および事業  

 

（目 的） 

第 ５ 条 本会は会員相互の親睦と知識技能の向

上を図り、母校の発展と食品業界の進歩

に寄与することを目的とする。 

 

（事 業） 

第 ６ 条 本会は前条の目的達成のため次の事業

を行う。 

(1)．研修会、講演会等の開催 

(2)．会報、会誌等の発行 

(3)．母校への協力 

(4)．在学生に対する援助 

(5)．その他本会の目的達成に意義のあ

る行事 

 

 

第 ２ 章  目的および事業  

 

（目 的） 

第 ５ 条 本会は会員相互の親睦と知識技能

の向上を図り、母校の発展と食品業

の進歩に寄与することを目的とす

る。 

 

（事 業） 

第 ６ 条 本会は前条の目的達成のため次の

事業を行う。 

１．研修会、講演会等の開催 

２．会報の発行 

３．その他本会の目的達成に意義の

ある行事 

 

 

《改定理由》 

第５条（目的）は、食品業の進歩を食品業界の進歩へ 
第６条（事業）に、次の事項を明記し、ＡＰ会の位置付けを認知させる。 

・母校への協力 

・在学生に対する援助（ … 在校生を準会員に登録しても弊害はない） 

 

Ⅴ．機関 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 ３ 章  機    関 

 

（機 関） 

第 ７ 条 本会に次の機関を置く。 

(1)．総 会 

(2)．役員会 

 

 

第 ３ 章  機    関 

 

 

第 ７ 条 本会に次の機関を置く。 

１．総 会 

２．役員会 

 



《改定要旨》 

第７条（機関）は現行どおり 

 

Ⅵ．総会 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

（総 会） 

第 ８ 条 総会は本会の最高決議機関であって、

すべての正会員で構成する。 

 

（総会の開催） 

第 ９ 条 総会は役員会の議を経て会長が招集

し、原則として５年に１回開催する。

但し、役員会で必要と認めたときは臨

時に開催することができる。 

 

（総会の決議事項） 

第 10 条 次の事項は総会の決議を経なければ

ならない。 

(1)．本会の運営方針 

(2)．規約の改廃 

(3)．その他役員会で必要と認めた事項

  但し、緊急やむを得ないときは役

員会で決議することができる。 

 

 

 

（総会の決議） 

第 11 条 総会は全支部の承認で成立し、決議は

出席正会員の多数決による。但し可否同

数のときは議長が決定する。 

２．総会において役員は発言権はあっても議

決権を有しない。 

 

 

（総 会） 

第 ８ 条 総会は本会の最高決議機関で正会員

で構成し、役員会の決議により会長が

招集する。 

 

 

第 ９ 条 総会は原則として２年に１回開催す

る。 

但し、役員会で必要と認めたときは臨

時に開催することができる。 

 

 

 

第 10 条 次の事項は総会の決議を経なければ

ならない。 

１．規約の改正 

 

２．その他役員会で必要と認めた事項

  但し、緊急やむを得ないときは役

員会で決議することができる。 

 

 

第 11 条 総会は全支部の承認で成立し、議決は

出席正会員の多数決によるが可否同数

のときは議長が決定する。 

 

 

 

《改定要旨》 

第８条（総会）は、総会の意義と開催手順を分離 



第９条（総会の開催） 

   ・総会の開催手順を明記 

第 10 条（総会の決議事項） 

・本会の運営方針 を追記。 

・規約の改正を 規約の改廃 へ 

第 11 条（総会の決議） 

   ・役員の議決権に制約を設けた。 

 

Ⅶ．役員会 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

（役員会） 

第 12 条 役員会は総会の決議に従って本会の運営

に当たり、総会に対して責任を負う。 

 

（役員会の業務） 

第 13 条 役員会は次の業務を行う。 

(1)．支部の制定、統廃合 

(2)．年度事業計画の策定と実行 

(3)．予算の審議および決算の承認 

(4)．その他総会で決議された重要事項の

遂行 

 

（役員会の構成） 

第 14 条 役員会は会長、副会長、幹事、会計幹事、

事務局員および会計監査で構成する。 

 

 

（役員会の開催） 

第 15 条 役員会は会長が招集し、年１回開催する。

但し、次の場合は臨時に開催することがで

きる。 

     (1)．会長が必要と認めたとき 

     (2)．幹事の２分の１以上の要請があった

とき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（役員会） 

第 12 条 役員会は会長、副会長、幹事及び会計幹

事で構成し、総会の決議に従って総会から

次期総会までの間本会の業務を行うとと

もに予算と決算を審議裁定する。 

 

第 13 条 役員会は会長が招集し、年１回開催する。

但し、次の場合は臨時に開催することが

できる。 

１．会長が必要と認めたとき 

２．幹事の２分の１以上の要請があった

とき 

 

 



 

（役員会の決議） 

第 16 条 役員会は幹事の３分の２以上の出席で成

立し、決議は出席幹事の過半数による。但

し可否同数のときは議長が決定する。 

 

 

 

第 14 条 役員会は幹事の３分の２以上の出席で成

立し決議は出席幹事の過半数による。 

 

 

 

《改定要旨》 

現行規約第 12 条～第 14 条について整理 

第 12 条（役員会） 

・役員会の義務と責任を明記 

第 13 条（役員会の業務） 

・役員会の業務を明記 

第 14 条（役員会の構成） 

・本部に、庶務を司る事務局を置き、事務局員を役員会の構成員とする。 

・ただし《事務局員》は、《会計監査》と同じく「役員」ではない。 

第 15 条（役員会の開催） 

・現行どおり 

第 16 条（役員会の決議） 

・現行どおり 

Ⅶ．役員 
改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 ４ 章  役    員 

 

（役 員） 

第 17 条 本会に次の役員を置く。 

(1)．会  長    １名 

(2)．副 会 長    ４名 

(3)．幹  事    若干名 

(4)．会計幹事    ２名 

 

（役員の選出） 

第 18 条 役員の選出は次のとおりとする。 

(1)．会  長  役員会で選出する 

(2)．副 会 長  正会員の中より会長が推

 

第 ４ 章  役    員 

 

 

第 15 条 本会に次の役員を置く。 

１．会  長    １名 

２．副 会 長    ４名 

３．幹  事    若干名 

４．会計幹事    ２名 

 

 

 

 

 



薦し、役員会の承認を得る

(3)．幹  事  各支部で正会員の中より

１名選出する。この場合、

幹事は支部長を担う。 

(4)．会計幹事  正会員の中から会長が指

名する 

 

（役員の任期） 

第 19 条 役員の任期は、期首から翌期末までの２年

とし再選を妨げない。 

２．役員が任期中やむを得ない理由により辞任

したときは補欠選出する。その任期は前任

者の残任期間とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 20 条 役員の任期は２年とし再選を妨げない。

 

 

 

 

 

《改定要旨》 

現行規約第 15 条～第 22 条について見直し、役員の選出と責務を分離して整理 

第 17 条（役員）は現行どおり。 

第 18 条（役員の選出） 

   ・役員の選出 

※ 幹事が、アッペール会本部役員の一員であることを強調し、≪各支部で正会員の中より

１名選出する≫ 

とした。 

また、支部長が幹事になるのではなく、幹事が会務を分掌して支部長を担当することと

し、≪この場合、幹事は支部長を担う≫という表現を用いた。 

これは、≪ 第 22 条（幹事）幹事は、本会の事業の立案、企画に参画するとともに会

務を分掌し、担当する支部を代表する。≫につながるものである。 

第 19 条（役員の任期） 

   ・役員の期中での交代について、後任期間を明記 

 

Ⅷ．役員の責務、権限 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

（会 長） 

第 20 条 会長は総会及び役員会の議長となり、会務

を統括し本会を代表する。 

 

（会 長） 

第 16 条 会長は役員会で正会員中から多数決によ

って選出され、総会及び役員会の議長とな



 

 

（副会長） 

第 21 条 副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき

はその職務を代行する。 

 

 

（幹 事） 

第 22 条 幹事は、本会の事業の立案、企画に参画す

るとともに会務を分掌し、担当する支部を

代表する。 

 

 

（会計幹事） 

第 23 条 会計幹事は、本会の会計事務を行う。 

（事務局） 

第 24 条 本会に事務局を置く。 

２．事務局は事務局長１名および事務員若干名

で構成する。 

３．事務局長は、原則として正会員の中から役

員会で選出し、任期は期首から翌期末まで

の２年とする。 

４．事務局は会長の指示のもと、本会の庶務を

司るものとし、業務は次のとおりとする。

(1).総会、役員会の開催および審議事項の

事務処理。 

(2).議事の記録、保管等の業務。 

(3).行事の手配。 

(4).その他運営に関する業務。 

 

（会計監査） 

第 25 条 会計監査は、正会員の中から２名を役員会

で選出する。任期は、期首から翌期末まで

の２年とする。 

   ２．会計監査は本会会計を監査し、役員会に報

告する。 

り会務を統括し本会を代表する。 

 

（副会長） 

第 17 条 副会長は役員会の承認を得て正会員中よ

り選出され、会長を補佐し会長事故あると

きは会長の指名によりその職務を代行す

る。 

 

（幹 事） 

第 18 条 幹事は各支部長がなり本会の事業の立

案、企画に参画するとともに支部活動及び

会員相互の交流を旺盛にするため本部と

の連絡を密にし支部発展に寄与する。 

 

（会計幹事） 

第 19 条 会計幹事は正会員中より会長が指名し、

本会の会計事務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計監査） 

第 21 条 本会に会計監査を２名置き正会員中より

役員会の推薦によって選出され、本会の会

計監査を行ない任期は２年とする。 

 

 



会計監査報告は会長の承認を得て書類の送

付をもってこれに代えることができる。  

 

（名誉会長） 

第 26 条 本会は東洋食品工業短期大学長を名誉会

長に推薦する。 

 

（顧問・相談役） 

第 27 条 本会は役員会の決議により顧問及び相談

役を置く。 

２．顧問及び相談役は役員会に出席し、意見を

述べることができる。 

 

 

 

 

（名誉会長・顧問・相談役） 

第 22 条 本会は学長を名誉会長に推薦する。但し、

必要に応じ役員会の決議によって顧問及

び相談役を置くことができる。 

 

 

 

《改定要旨》 

第 22 条（幹事） 

・改正規約第 22条（幹事）では、本部役員（幹事）が支部長を担う考え方に立ち、会務の遂行

を第一義とした。 

第 24 条（事務局） 

・事務局を新設 

・事務局は《事務局長》１名のほか《事務員》を配置することにした。 

第 26 条（名誉会長）および第 27 条（顧問・相談役） 

・現行規約第 22 条（名誉会長・顧問・相談役）を分割し、それぞれ規定する。 

 

Ⅸ．支部および支部集会 

  ※ 支部規約を廃止し、必須要件を規定する。 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 ５ 章  支部および支部集会 

 

（支部の名称） 

第 28 条 支部は、アッペール会を冠とし、地区を代

表する名称をもって称する。 

 
（支部集会） 
第 29 条 支部集会は所属する正会員で構成し、支部

 

別途、支部規約を制定 

 

 

 

 

 

 

 



長が招集する。 
   ２．支部長とは、支部を担当する幹事をいう。

 
（支部集会の開催） 
第 30 条 支部集会は原則として毎年１回開催する。

但し、研修会、講演会等の開催、会員相互

の交流を深める等本会の目的達成に有意

義な行事は随時開催することができる。 
 
（支部幹事会） 
第 31 条 支部は、支部長のほか支部役員を置き、支

部幹事会を構成することができる。 
   ２．支部幹事会は支部長が招集し、支部集会の

開催・運営等に関する諸条件を整備する。

 
（支部会計） 
第 32 条 支部の会計は支部活動助成金、寄付金等で

運営する。 
 
（支部集会に伴う臨時会費） 
第 33 条 必要あるときは支部幹事会の議を経て臨

時会費を徴収することができる。 
 
（支部会計報告） 
第 34 条 支部は毎年１回、本部へ会計報告をしなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《改定要旨》 

  支部規約を廃止し、最小限必要事項を本会規約に取り込んだ。 

 

 

Ⅹ．会計 

改  定  案  （全 文） 現     行 

 

第 ６ 章  会    計 

 

第 ５ 章  会    計 



 

（会 計） 

第 35 条 本会の会計は入会金、会費及び寄付金等で

運営する。 
 

（会 費） 

第 36 条 正会員は所定の入会金及び会費を納めな

ければならない。 

 

（臨時会費） 

第 37 条 必要あるときは役員会の決議を経て臨時

会費を徴収することができる。 

 

（会計年度） 

第 38 条 本会の会計年度は毎年４月１日から翌年

３月末日までとする。 

 

（会計報告） 

第 39 条 会計幹事は会計監査の監査を受け、役員会

へ毎年１回会計報告をしなければならな

い。 

 

第 ７ 章  そ  の  他 

 

（細 則） 

第 40 条 本会会計に関する運用細則については別

に定める。 

 

（実 施） 

第 41 条 この規約は平成２０年３月××日改正実

施する。 

 

 

  昭和３３年１０月１１日   制  定 

  昭和５３年 ３月２１日   全部改定 

  平成２０年 ３月××日   一部改定 

 

（会 計） 

第 23 条 本会の会計は入会金、会費及び寄付金等

で運営する。 

 

（会 費） 

第 24 条 正会員は所定の入会金及び会費を納めな

ければならない。 

 

（臨時会費） 

第 25 条 必要あるときは役員会の決議を経て臨時

会費を徴収することができる。 

 

（会計年度） 

第 26 条 本会の会計年度は毎年４月１日から翌年

３月末日までとする。 

 

（会計報告） 

第 27 条 会計幹事は会計監査の監査を受け、毎年

１回会計報告をしなければならない。 

 

第 ６ 章  そ  の  他 

 

（細 則） 

第 28 条 本会運営の細則については別に定める。

 

 

（実 施） 

第 29 条 この規約は昭和５３年３月２１日改正実

施する。 

 

 

 



 

《改定要旨》 

第 40 条（細則） 

・現行規約第 28 条（細則）では、本会運営の細則については…となっているが、改正規約第

33 条（細則）では、本会会計の細則…とした。 

 

ⅩⅠ．会計細則 

改  定  案  （全 文） 現     行 
 
会 計 細 則 

 
１．東洋食品工業短期大学アッペール会規約第４０条

に基づきこの細則を定める。 
 
 
 
２．規約第３６条の入会金は３０，０００円とし、東

洋食品工業短期大学入学時（聴講課程を含む）に
納付するものとする。 

  但し、やむをえない事由により退学したとき、も
しくは在学中に死亡したときは、これを返還す
る。 

 
３．規約第３６条の会費は年額２，０００円とする。
 
４．前項の会費は毎年９月末日までに当年度分として

各支部ごとに徴収し、本部へ送金する。但し、各
自直接本部へ送金しても差し支えない。 

 
５．規約第３２条の支部活動助成金は支部の行事企画

書に拠り、次の基準をもって支給する。 
支給額＝＠５００円×当該支部前年度会費納入
口数 

 
６．役員および会員が本会の要務のため出張する場合

は、次のとおり旅費を支給する。 
但し、本会外より旅費の支給を受ける場合は旅費
を支給しない。 

運 賃   公共交通機関を利用すること
とし、順路により実費を支給 

日 当   １日につき  １，０００円 
宿泊料   １泊につき １０，０００円 

 
７．規約第２４条の事務局員に対し、勤務手当を支給
する。 
  勤務手当は勤務１回に付き１０，０００円とす
る。 
 
８．この細則の改廃は役員会が行なう。 
 

 
規 約 細 則 
 
１．本会の規約の円滑な運営を期するため第２８条の

規定によりこの細則を定める。 
 
２．この細則の改正は役員会の決議による。 
 
３．第２４条の入会金は入学時１回に限り３０，００

０円とし、会費は年額２，０００円とする。但し
本学在学者は免除する。 

 
 
 
 
 
４．前項の会費は毎年９月末日までに当年度分として

各支部ごとに徴収し、本部へ送金する。但し、各
自直接本部へ送金しても差し支えない。 

 
 
５．第２７条の会計報告は会長の承認を得て書類の送

付をもってこれに代えることができる。 
 
６．会長及び会長の指示により出張する場合は、次の

旅費を支給する。 
運 賃   実 費 
日 当   １，０００円（１日につき） 
宿泊料   ５，０００円（１日につき） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
７．この規約細則は昭和５３年３月２１日より実施す
る。 
 
 



９．この規約細則は平成２０年３月××日より実施す
る。 
 

 
昭和５３年 ３月２１日  制  定 
昭和６０年 ４月 １日  一部改訂 
平成 ８年 ４月 １日  一部改訂 
平成１６年 ４月 １日  一部改訂 
平成２０年 ３月××日  一部改訂 

 

 
第６号議案 本会設立５０周年行事に関する件 
議長より概要次の通り報告。来年はアッペール会創立５０周年という年を迎える。これまで大学

サイドの創立１０周年スパンで総会を開催、記念行事も相乗りの形で会としては特に表面化したも

のは実施していない。半世紀の節目でもあるので、総会共々なんらかの主体性のある行事を行って

は如何か。なお実施に際しては実行委員会等を立ち上げて準備してはと考える。予算的な側面もあ

るので十分は配慮せねばなまい。 
以上に関しては満場異議なく実施の方向で了承される。 
 
以上本日の議案審議全てを終了し午後４時閉会。 

 
 
 


